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◎ 健康保険被扶養者現況調査の件 

 

当健康保険組合に加入している満１６歳以上（４月１日現在）の被扶養者を対象に

現況調査を実施します。対象者が当健康保険組合の被扶養者資格の基準を満たしてい

るか確認させていただきます。調査票は、本社は９月２６日（金）に配布します。支

社局は９月２６日（金）のバッグ便、海外支局は９月２６日（金）の OCS便で送付し

ます。任意継続被保険者は、同日、自宅に郵送します。 

 調査票は１０月２４日（金）までに健康保険組合に提出をお願いします。提出の際、

封筒を再利用してください。 

                    記 

 

（１）調査票には、当健康保険組合に加入している被扶養者（４月１日時点で満１６

歳以上）の氏名(フリガナ)、性別、生年月日、年齢、続柄を印字しています。 

調査票に記入していただく項目は以下の通りです。 

①住所（日本国内居住者は住民票の住所、海外居住者は現住所を記入） 

②職業または学校・学年 

③年金受給の有・無 

④年間収入 

（注）今年の所得を確定申告する場合は、来年、確定申告書および収支内訳書の写し 

を健康保険組合に提出をお願いします。 

⑤同居・別居 

 

（２）被扶養者が就職している場合、二重線で抹消し備考欄に就職した年月日を記入

してください。この場合、当健康保険組合が発行した健康保険証を返還していただく

とともに、健康保険被扶養者異動届と現在、加入している健康保険証のコピーも提出

をお願いします。 

 

（３）扶養家族と別居（単身赴任および子女の進学による場合を除く）している方で、

送金していることが被扶養者の条件になっている場合は、送金額を証明するもの（通

帳のコピー等）を添付してください。 

別居（単身赴任および子女の進学による場合を除く）から同居へ変更した場合は、

住民票を添付し調査票の該当者区別欄の「別」を二重線で抹消して、「同」にマル印を

つけ、備考欄に同居した年月日を記入してください。 

 

（４）被扶養者の資格を確認するため、個別に書類の提出を求めることがあります。 

 

（お問い合わせ先）健康保険組合事務局 

電話番号：０３－６２５２－８０３８、メール：kyodokenpo@kyodonews.jp 

 

以上 


